
現在の住まいに対する継続居住の意向の割合は、高齢になるほど大きく、60歳以上で約8割を
占めている。
一方、高齢期における望ましい住み替え先について、高齢になるほどサービス付の高齢者向け
住宅や有料老人ホームなどの居住施設への住み替え意向が大きく、60歳以上で５割超となって
いる

高齢者の住まいに関する現状等について（統計）

■高齢者人口・世帯の状況

高齢者人口 2005年：1,249千人 ⇒ 2020年：1,889千人 （約1.5倍）
高齢者人口比率 2005年：17.2% ⇒ 2020年：25.7% （約1.5倍）
後期高齢者人口比率 2005年： 7.1% ⇒ 2020年：13.2% （約1.9倍）

※今後、高齢化が急速に進み、高齢者問題の更なる顕在化が予想される

高齢者施策の対象となる介護・生活支援サービス付高齢者住宅は約6.0万人分（※）が供給
一方、2009（平成21）年度愛知県の要介護・要支援者は21.2万人と推計
⇒約15.2万人が施設でなく自宅で介護サービスを受けていると推察される。
⇒特に高齢者向け公的賃貸住宅は不足しており、要介護度の低い高齢者も特別養護老人ホーム等
へ申し込むケースが多いと推察される。

■居住継続の意向と高齢期における住み替え先
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資料：「国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計
（都道府県別推計）」（平成17年8月推計）をもとに作成

注：高齢者人口：65歳以上
後期高齢者人口：75歳以上

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2009年
12月推計）、「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（2008年3月推計）をもとに作成

168
213

268
306 332 364

232

280

321
327

317
310

98

123

141
137 128

124

40

51

62
67 69

72

116

127

141

143 141
141

0

400

800

1200

2005 2010 2015 2020 2025 2030
(年)

（千世帯）

単身 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子 その他

3,865
4,655

5,621
6,311 6,729 7,173

4,648

5,336

5,991

6,140
5,941 5,685

1,918

2,295

2,607

2,573 2,387 2,233

1,014

1,213

1,413

1,515 1,545 1,564

2,100

2,181

2,397

2,454 2,409 2,376

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2005 2010 2015 2020 2025 2030
(年)

（千世帯）

単独 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子 その他

【愛知県】

高齢世帯数（世帯主が65歳以上の世帯）の今後の見通し
【全 国】

【愛知県の高齢者世帯の推移】
高齢者単独 2005年：168千世帯 ⇒ 2020年：306千世帯（約1.8倍）
高齢者夫婦のみ 2005年：232千世帯 ⇒ 2020年：321千世帯（約1.4倍）

※愛知県は、高齢者単独、高齢者夫婦のみともに全国よりも増加率が高く、急増する高齢者世
帯に関する問題・課題が全国より早く顕在化することも考えられる

■介護・生活支援サービスの付いた高齢者の住まい【愛知県】

※住宅1戸・施設1床を1人と見なした場合

所得
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高
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低

虚弱～要支援 要介護

介護保険３施設or
有料老人ホーム

介護保険３施設

高齢者向け住宅・施設の対象像
（所得と自立度・介護度）

資料：第２７回社会資本整備審議会
住宅宅地分科会資料

家計を主に支
える者の年齢
階級別にみた
高齢期におけ
る住み替え先
として望まし
い居住形態

資料：平成20年住生活総合調査
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高齢者向け公的賃貸住宅
約０．３万戸

施設・居住系サービスの動向

平成18年度の介護保険制度の改正によ
り、介護保険3施設及び介護専用居住系
サービス利用者の要介護認定者（要介護
2～5）に対する割合が定められた。
H16 41％ → H26 37％（参酌標準）
（厚生労働省告示：介護保険事業に係る
保険給付の円滑な実施を確保するための
基本的な指針）
なお、平成22年6月に規制・制度改革に係
る対処方針が閣議決定され、参酌標準を
撤廃し、平成24年度以降、各都道府県が
地域の実情に応じて整備を進める予定で
ある。

・このほか、高齢者専用賃貸
住宅の一部などに生活支
援サービス等の提供を行う
民間住宅の供給が見られる。

高齢者向け優良賃貸住宅
1,512戸（H22.3）

認知症高齢者グループホーム
5,467人（H22.3）

養護老人ホーム
1,908人（H22.4）

軽費老人ホーム
3,986人（H22.4）

老人保健施設
15,367人（H22.3）

特別養護老人ホーム
18,193人（H22.3）

介護療養型医療施設
3,376人（H22.3）

居住系サービスを
提供する「住まい」

約２．０万人

介護保険３施設
約３．７万人 療養病床の再編

医療制度改革の一環として、介護療養
病床（介護保険適用）は平成23年度末で
廃止し、入所者の状態に応じた施設へ転
換することになっていた。しかし、転換が
進んでいないため、再度調査を実施し、平
成22年末までに方針を決定する予定であ
る。

シルバーハウジング
1,294戸（H22.3）

有料老人ホーム
8,623人（H22.4） ※利用者数
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資料：愛知県



高齢者居住に関する現状等について（国・県の動き）

■国の動き

高齢者居宅生活支援事業と施設・体制について

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）について

５

高齢者居宅生活支援体制の確保高齢者居宅生活支援体制の確保

高齢者居宅生活支援体制とは・・・
高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制

○介護保険サービス

・訪問入浴介護 ・訪問介護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 等

○老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業

・老人居宅介護等事業 ・老人デイサービス事業 ・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業 ・認知症対応型老人共同生活援助事業

○その他の保健医療を提供する事業

・病院、診療所、訪問看護事業所において高齢者に対する保健医療サービスを提供する事業

○その他の高齢者に対する生活支援サービス

・調理、洗濯及び掃除等の家事に関する事業 ・食事の提供に関する事業、
心身の状況及び日常生活の状況の確認に関する事業 等

高齢者居宅生活支援事業

○介護保険サービス

・訪問入浴介護 ・訪問介護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 等
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・訪問入浴介護 ・訪問介護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 等
・訪問入浴介護 ・訪問介護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 等

○老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業

・老人居宅介護等事業 ・老人デイサービス事業 ・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業 ・認知症対応型老人共同生活援助事業

○老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業

・老人居宅介護等事業 ・老人デイサービス事業 ・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業 ・認知症対応型老人共同生活援助事業
・老人居宅介護等事業 ・老人デイサービス事業 ・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業 ・認知症対応型老人共同生活援助事業

○その他の保健医療を提供する事業

・病院、診療所、訪問看護事業所において高齢者に対する保健医療サービスを提供する事業

○その他の保健医療を提供する事業

・病院、診療所、訪問看護事業所において高齢者に対する保健医療サービスを提供する事業・病院、診療所、訪問看護事業所において高齢者に対する保健医療サービスを提供する事業

○その他の高齢者に対する生活支援サービス

・調理、洗濯及び掃除等の家事に関する事業 ・食事の提供に関する事業、
心身の状況及び日常生活の状況の確認に関する事業 等

○その他の高齢者に対する生活支援サービス

・調理、洗濯及び掃除等の家事に関する事業 ・食事の提供に関する事業、
心身の状況及び日常生活の状況の確認に関する事業 等

・調理、洗濯及び掃除等の家事に関する事業 ・食事の提供に関する事業、
心身の状況及び日常生活の状況の確認に関する事業 等

高齢者居宅生活支援事業

高齢者居宅生活支援事業のついた住まいを増やす

≪施設例≫
①施設・居住系サービス提供施設等 ②養護・軽費老人ホーム
③有料老人ホーム ④サービス付き高齢者専用賃貸住宅
⑤高齢者向け優良賃貸住宅 ⑥シルバーハウジング

高齢者居宅生活支援施設
と一体となった高齢者の
住まいを増やす

≪施設例≫
⑦公共賃貸住宅への高齢者
居宅生活支援施設の併設

高齢者居宅生活支援施設
と一体となった高齢者の
住まいを増やす

≪施設例≫
⑦公共賃貸住宅への高齢者
居宅生活支援施設の併設
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住宅の加齢対応改良に対する支援措
置○リバースモーゲージによる住宅改良資金の貸し付けに係る債務保証
○高齢者居住安定確保計画に位置づけられた場合において地方住宅供給公社が委託により住宅の加齢対応改良を実施可能
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○高齢者居住安定確保計画に位置づけられた場合において地方住宅供給公社が委託により住宅の加齢対応改良を実施可能

住宅の加齢対応改良に対する支援措
置○リバースモーゲージによる住宅改良資金の貸し付けに係る債務保証
○高齢者居住安定確保計画に位置づけられた場合において地方住宅供給公社が委託により住宅の加齢対応改良を実施可能

平成21年5月20日公布、同8月19日一部施行

基本方針
・国土交通大臣及び厚生労働大臣は、次の事項を定める基本方針を
定めなければならない。
①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定
に関する事項
②高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給促進に関する
基本的な事項
③高齢者居宅生活支援体制の確保に関する基本的な事項 等

高齢者居住安定確保計画
・都道府県は、基本方針に基づき、次に掲げる事項を定める計画を定める
ことができる。
①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
②高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
③高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項 等

基本方針
・国土交通大臣及び厚生労働大臣は、次の事項を定める基本方針を
定めなければならない。
①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定
に関する事項
②高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給促進に関する
基本的な事項
③高齢者居宅生活支援体制の確保に関する基本的な事項 等

基本方針
・国土交通大臣及び厚生労働大臣は、次の事項を定める基本方針を
定めなければならない。
①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定
に関する事項
②高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給促進に関する
基本的な事項
③高齢者居宅生活支援体制の確保に関する基本的な事項 等

高齢者居住安定確保計画
・都道府県は、基本方針に基づき、次に掲げる事項を定める計画を定める
ことができる。
①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
②高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
③高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項 等

高齢者居住安定確保計画
・都道府県は、基本方針に基づき、次に掲げる事項を定める計画を定める
ことができる。
①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
②高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
③高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項 等

賃

貸

住

宅

施

策

高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の供給促進
（良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅の供給促進）

○認定基準 ①一定規模以上の床面積、②一定の加齢対応構造、
③基本方針及び高齢者居住安定確保計画への適合 等

○整備に要する費用、家賃の減額に要する費用の補助
○高齢者居住安定確保計画に位置づけた場合
・公的賃貸住宅内の高齢者生活支援施設への補助が可能に
・地方住宅公社が委託により高優賃及び合築した高齢者居宅生活支援施
設の整備等を実施可能に

○高齢者生活支援施設と一体となった高優賃の供給の促進
・高齢者居宅生活支援施設と合築した高優賃を認知症グループホームとし
て賃貸 可能

・高優賃と一体的に整備される高齢者生活支援施設への補助制度の創設
・税制優遇措置の拡充
○都道府県知事の報告徴収、基準適合指示等

<平成22年5月19日施行>

高齢者円滑入居賃貸住宅の
登録・閲覧
（高齢者の入居を拒否しない
賃貸住宅の情報提供）
○登録住宅の設備基準
①一定規模以上の床面積
②一定の構造及び設備等
○賃貸の条件
①前払家賃等に係る債務の保証
②提供されるサービスに関する
契約書面の明示

○都道府県知事の報告徴収、基準
適合指示等

○認可基準
①一定規模以上の床面積
②一定の加齢対応構造
③基本方針及び高齢者居住
安定確保計画への適合等

○都道府県知事の報告徴収、
基準適合指示

等

終身建物賃貸借
（借家人が死亡した時
に終了する借家契約）

■県の動き

愛知県政策指針実行計画［2010-2012年度］での高齢者住まいの確保に向けた取組

政策指針実行計画［2010-2012年度］

「政策指針2010-2015」に位置づけた50の主要政策について、前半期にあたる2010年度から2012年度までの3か年の具体的な取組工程
を明らかにする実行計画の年次レポート。

高齢者の地域ケア対策の充実

高齢者の急増や世帯構成の変化を踏まえ、住まいの
確保やひとり暮らし高齢者を見守る体制を整備拡大し
ていくとともに、介護予防や認知症予防、高齢者虐待
防止などについての市町村支援、認知症になっても
安心して暮らせるまちづくりを推進していく。 平成23年度策定予定

基本課題①いのちを守る「安心・安全」の社会をつくる

政策指針実行計画［2010-2012年度］

「政策指針2010-2015」に位置づけた50の主要政策について、前半期にあたる2010年度から2012年度までの3か年の具体的な取組工程
を明らかにする実行計画の年次レポート。

高齢者の地域ケア対策の充実

高齢者の急増や世帯構成の変化を踏まえ、住まいの
確保やひとり暮らし高齢者を見守る体制を整備拡大し
ていくとともに、介護予防や認知症予防、高齢者虐待
防止などについての市町村支援、認知症になっても
安心して暮らせるまちづくりを推進していく。 平成23年度策定予定平成23年度策定予定

基本課題①いのちを守る「安心・安全」の社会をつくる

現
行

高齢者住まい法
高齢者円滑入居賃貸住宅（高円賃）／高齢者専用賃貸住宅（高専賃）

／高齢者向け優良賃貸住宅 （高優賃）

高齢者住まい法
高齢者円滑入居賃貸住宅（高円賃）／高齢者専用賃貸住宅（高専賃）

／高齢者向け優良賃貸住宅 （高優賃）

老人福祉法
有料老人ホーム

老人福祉法
有料老人ホーム

新制度案（高齢者住まい法の改正等）

医療・介護・住宅が連携し安心できる住まいの供給を促進するため、国土交通省・厚生労働省共管の制度として、新たに都道府県知
事への登録制度として「サービス付き高齢者住宅制度（仮称）」を創設

（次期通常国会で法案提出を予定／高齢者住まい法の改正を予定）
＊ 高円賃（登録制度）・高優賃（供給計画認定制度）は廃止し、経過措置を設ける。

【登録基準】（例）
《住宅（ハード）に関する基準》
・規模に関する基準（原則25㎡以上。ただし、居間、食堂、台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上）
・設備に関する基準（便所、洗面設備の必置）
・バリアフリー化
《サービスに関する基準》
・高齢者支援サービスを提供すること。（うち、安否確認、生活相談は必須）
［高齢者支援サービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］

【登録事業者の義務】
・入居契約に係る措置（提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の重要事項説明）
・賃貸借方式（利用権方式の場合、居住の安定が図られた契約内容であること（事業者側の正当事由なき契約解除の禁止等））
・前払家賃等を受領する場合の返還ルール及び保全措置

【行政による指導監督】
・住宅管理や生活支援サービスに関する行政の指導監督 （報告徴収・立入検査・改善命令等）
・地方公共団体における福祉部局・住宅部局の連携

●新たに創設される「サービス付き高齢
者住宅（仮称）」の供給促進のため、
建設・改修費に対して、国が民間事業
者・医療法人・社会福祉法人・NPO等
に直接補助を行う。

＜対 象＞
登録されたサービス付き高齢者住宅（仮称）等
＜補助額＞
建築費の1/10 改修費の1/3
（国費上限 100万円/戸）

●サービス付き高齢者向け賃貸住宅（仮
称）に対し住宅金融支援機構の融資要
件を緩和。
●家賃の前払い金等への民間金融機関
の死亡時一括償還型融資（リバース
モーゲージ）に対し、住宅金融支援機
構の融資保険対象とする。

●所得税・法人税に係る割増償却、固定
資産税の減額、不動産取得税の軽減
措置によるサービス付き高齢者住宅
（仮称）の供給促進

予 算 融 資 税 制

●新たに創設される「サービス付き高齢
者住宅（仮称）」の供給促進のため、
建設・改修費に対して、国が民間事業
者・医療法人・社会福祉法人・NPO等
に直接補助を行う。

＜対 象＞
登録されたサービス付き高齢者住宅（仮称）等
＜補助額＞
建築費の1/10 改修費の1/3
（国費上限 100万円/戸）

●サービス付き高齢者向け賃貸住宅（仮
称）に対し住宅金融支援機構の融資要
件を緩和。
●家賃の前払い金等への民間金融機関
の死亡時一括償還型融資（リバース
モーゲージ）に対し、住宅金融支援機
構の融資保険対象とする。

●所得税・法人税に係る割増償却、固定
資産税の減額、不動産取得税の軽減
措置によるサービス付き高齢者住宅
（仮称）の供給促進

予 算 融 資 税 制

日常生活や介護に不安を抱く「高齢単身・夫婦
のみ世帯」が、住み慣れた地域で安心して暮ら
すことを可能とするよう、新たに創設される
「サービス付き高齢者住宅（仮称）」（高齢者住ま
い法：国土交通省・厚生労働省共管）に、２４時
間対応の「定期巡回随時対応サービス」（介護
保険法：厚生労働省）などの介護サービスを組
み合わせた仕組みの普及を図る。

サービス付き高齢者住宅（仮称）と介護保険の連携イメージ

サービス付き高齢者住宅（仮称）について



高齢者居住に関する取組事例について（近年の動き、先進事例等）①

■高齢者居住安定確保計画への取り組み

６

熊本県 県営健軍団地 ～県営住宅の地域福祉拠点化（県営住宅への福祉施設併設）

建替えとあわせた県営住宅の福祉拠点化

建替えとあわせて県営住宅の１階に小規模多機能の福祉施設
を併設、子育て支援のプレイルーム等や地域住民が立ち寄りや
すいウッドデッキや交流スペースを設置。名称：「健軍くらしささ
え愛工房」。
公募で選ばれたＮＰＯ法人を中心に、地域住民と連携し、運営し
ている。

▲熊本県住宅課ＨＰ資料より

東京都『高齢者の居住安定確保プラン』

東京都の高齢者居住安定確保計画として、平成22年10月に策定。住宅政策と福祉政策の連携により、高齢者が、
多様なニーズに応じて「すまい」を選択でき、安心して暮らすことができる環境整備を目指している。

□高齢者向けケア付き賃貸住宅の供給促進（東京モデル１）

○高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の面積基準緩和
既存建物を改修して高優賃を整備する場合、各住戸の面積基準を緩和

25㎡以上⇒20㎡以上
18㎡以上⇒13㎡以上（居間・食堂・台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分

な面積を有する場合）
○高齢者向け賃貸住宅と介護関連施設・診療所等の併設の促進
都・国の補助事業等を活用し、高齢者向け賃貸住宅に介護関連施設や診療所等を併設 など

□都市型軽費老人ホーム（東京モデル２）の供給促進

居室面積要件の緩和等により、地域のケアハウス以下の利用料で、かつ低所得者（定年金等）でも入居可
能な水準の軽費老人ホームの供給を促進する。

東京都品川区 ヘルスケアタウンにしおおい ～廃校を活用した高齢者向け優良賃貸住宅の整備

□シルバー交番事業（東京モデル３）

＜シルバー交番のイメージ＞
●基本機能：24時間365日ワン
ストップサービス窓口対応、高齢
者への訪問活動、高齢者情報
の一元的収集・把握・管理・共有
化、インフォーマルサービス（介
護保険外）を含めて提供体制の
コーディネート、緊急時対応、安
否確認
●付加機能：緊急通報システ
ム・生活リズムセンサーの整備
●設置場所：居宅介護支援（ケ
アマネージャー）事業所、介護
サービス事業所、地域包括支援
センター 等

■公共施設（公的住宅・学校等）ストックの活用

ＵＲ住棟ルネッサンス事業 ～既存住棟の再生・活用

団地再生事業により従前の居住者が移転した後の住棟について、住棟単位で民間事業者を公募し、民間事業者
へ譲渡・賃貸する。
民間事業者は、自らの創意工夫により、多様な住宅や高齢者施設等として、再生・活用を図る。
※多摩平（東京都日野市）・ひばりヶ丘（東京都東久留米市・西東京市）・東綾瀬（足立区）で事業提案募集を実施

＜ＵＲ住棟ルネッサンス事業
のイメージ＞

出典：国土交通省 社会資本
整備審議会住宅宅地分科会
（第27回）資料

※パースは、イメージの一つであり、現行の関連法令で可能な範囲での改修に限る。

「ケア付きすまい」と同様の安心を地域全体に提供する仕組みとして『シルバー交番』の設置を区市町村と
連携して進める。

愛知県 あいち型シルバーハウジング（検討中） 公営住宅を中心とした地域の見守り

シルバーハウジングは、高齢者等の生活特性に配慮したバリアーフリー化された公営住宅等と生活援助員
（ライフサポートアドバイザー：ＬＳＡ）による日常生活支援サービスの提供を併せて行う事業。

あいち型シルバーハウジングでは、これまでの県営住宅専属のＬＳＡに替って、県営住宅を含む地域を対象と
する地域の見守りサービスを実施することを検討する。
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た地域単位の対応 

地域住宅交付金

による住宅整備 

地域支援事業等

による派遣 

従来型 あいち型

あいち型シルバーハウジングのイメージ

廃校となった区立原小学校跡を活用して特定施設入居者生活介護を実施する高齢者向け優良賃貸住宅を供給

○高齢者向け優良賃貸住宅 42戸
（提供されるサービス）
①基本サービス（安否確認、緊急通報、フロント、生活相談
等のサービス。全入居者に提供。）
②食事サービス（入居者の希望に応じて提供）
③介護サービス（特定施設入居者生活介護の事業所の指
定を受け、要介護者に対し、介護サービスを提供）
○入居者の負担する費用
（約20㎡、要介護3、収入分位10%（12万3千円）以下の場合）
入居者負担月額145,500円 ※家賃補助約68千円
○併設施設
西大井いきいきセンター ： 老人福祉施設
キッズタウンにしおおい ： 認可保育園（定員100人）



■高齢者等の居住安定確保に向けた取り組み

国土交通省 高齢者等居住安定化推進事業

高齢者、障害者及び子育て世帯が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安
定確保の推進と地域活性化等を図る事業を国が公募し、事業費用の一部を補助する。

平成22年度高齢者等居住安定化推進事業 選定事業（愛知県分）
■一般部門［先導性の高い事業提案］
・さまざまなものが「混ざって暮らす」ミクスチャーハウス ゴジカラ村株式会社（長久手町）
・高齢者・障がい者等の住まい方を支援する小地域福祉活動拠点整備事業

社会福祉法人半田市社会福祉協議会（半田市）
・行動援護対象者向けケアホーム等のバリアフリー改修事業 特定非営利活動法人ふわり （刈谷市）
■特定部門
・生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅部門 12件
・ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門 2件
・公的賃貸住宅団地福祉拠点化部門 0件

■高齢者の資産を活用した居住支援

出典：一般社団法人移住・住みかえ支援機構ホームページ

移住・住みかえ支援機構「マイホーム借上げ制度」 ～高齢者等の住み替え支援

50歳以上のシニア世帯を対象に、マイホームを最長で終身にわたって借上げ・転貸し、安定した賃料収入を保証
するもの。これにより、自宅を売却することなく、住みかえや老後資金として活用可能な資金を確保できるとともに、
子育て世帯などの賃借希望者には、敷金･礼金がないなど、優良な住宅を安価な家賃で提供できる。

介護を必要とする高齢者や障害者などが居住している住宅で、バリアフリー改修等を行う際に、ケアの専門家
や設計者・施工者等による相談受付、訪問診断等を実施するとともに、工事費用の全額または一部を助成す
る。

名古屋市近郊の長久手町で、多世代を対象とした一般賃貸住宅と高齢者専用賃貸住宅をコーポラティブ
＆コレクティブ方式で建築し、供給するもの。

さまざまなものが「混ざって暮らす」ミクスチャーハウス ゴジカラ村株式会社（長久手町）

高齢者居住に関する取組事例について（近年の動き、先進事例等）②

北九州市すこやか住宅改造助成事業 ～ケアの専門家と設計者・施工者の連携体制の事例

７


